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図るため 予防保全の観点も踏まえて道路の点検を行うべきことを明確化するととも
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図るため、予防保全の観点も踏まえて道路の点検を行うべきことを明確化するととも
に、大型車両の通行経路の合理化と併せた制限違反車両の取締りの強化、防災上重
要な経路を構成する道路の無電柱化の促進、災害時の道路啓開の迅速化等の所要
の措置を講ずる。

背景背景

○高度経済成長期に集中的に整備され
た道路の老朽化が進行

○首都直下地震や南海トラフの巨大
地震等様々な災害に備えた「命の
道」の確保の必要性※建設後50年以上経過した道路構造物の割合

・橋 16％(2012) ⇒(20年後)⇒ 65％(2032)
トンネル 18％(2011) (20年後) 47％(2031)

○重量車両の通行により道路の疲労が
蓄積

・トンネル 18％(2011) ⇒(20年後)⇒ 47％(2031)

改正案の概要

（東日本大震災における道路
の啓開状況）

（台風による道路の被災状況）

（舗装のわだち掘れ）（橋梁の抜け落ち）

改正案の概要

【道路の維持・修繕の充実（ハード対策）】
○道路の予防保全の観点も踏まえた点検を含む維持・
修繕の実施

１．道路構造物の予防保全・老朽化対策

修繕の実施
○国土交通大臣による点検結果の調査
（技術開発等への活用）

○一定の構造物を対象とした国土交通大臣による修
繕・改築の代行 （道路構造物の点検）

【大型車両の通行の適正化（ソフト対策）】
○大型車両の通行を誘導すべき経路を構成する道路を
国土交通大臣が指定
→国土交通大臣による一部の大型車両の通行許可の
迅速化

平成２３年度

総重量制限を
超えない車両

６７％

総重量制限を
超過した車両

３３％

迅速化
○制限違反を繰り返す車両の使用者等に対する監督強化
（立入検査等の実施） （特殊車両の通行に関する違反の状況）

２．道路の防災・減災対策の強化 （略）
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◆道路の維持・修繕の充実（ハード対策）関係の改正事項案

○道路の予防保全の観点も踏まえた点検を含む維持・修繕の実施

（道路の維持又は修繕）
第42条 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持
し、修繕し、もって一般交通に支障を及ぼさないように努めな
ければならない。

２ 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、
政令で定める。

３ 前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点
検に関する基準を含むものでなければならない。

○国土交通大臣による「道路の維持又は修繕の実施状況」（＝点

※下線部分が追加される規定

○国土交通大臣による点検結果の調査（技術開発等への活用）

○国土交通大臣による「道路の維持又は修繕の実施状況」（＝点
検の実施状況を含む。）に関する調査を規定

【第７７条（道路に関する調査）】

定 構造物を対象 た 交通大 る修繕等 行

○都道府県道又は市町村道を構成する一定の構造物について、地
方公共団体からの要請に基づき、国土交通大臣が修繕等を代行
できる制度を規定 【第１７条（管理の特例）】

○一定の構造物を対象とした国土交通大臣による修繕等の代行

できる制度を規定 【第１７条（管理の特例）】

※要請を受けて国土交通大臣が代行する場合の要件
・地方公共団体の工事の実施体制等を勘案して、必要と認められること
・一定の道路構造物であって、修繕等に高度の技術や機械力が必要であ

ること 等ること 等
※費用負担割合は、補助事業として地方公共団体が実施する場合と同じ
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